
夏休みや行楽シーズンを迎えるにあたり、長野県では、7 月 22 日から 31 日までを 

「夏の交通安全やまびこ運動」期間と定めています。これに合わせ、箕輪町交通安全

協会主催による「飲酒運転防止夜間パトロール」を下記のとおり実施いたします。 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

     添付資料 有 無 

 

   

  日  時 

平成 30 年７月 27 日（金） 午後８時から９時まで 

  場  所 

町内飲食店（集合場所は箕輪町役場 玄関ホール） 

  参集人員 

  主催の町交通安全協会、町交通安全推進協議会役員及び事務局 

  そ の 他 

  出発式    

  あいさつ  ① 町交通安全協会 会長 上島 順一 

        ② 箕輪町交番   所長 高橋 公男 

        ③ 箕輪町長       白鳥 政徳 

パトロール ５班に分かれて、町内の飲食店を訪問し、飲酒運転防止を店主や 

      お客様に呼びかけます。（うち１班は徒歩で松島区内の国道西側の 

       飲食店を回りますので、写真撮影をされる場合は、この班に 

      ご同行ください） 

箕輪町役場 ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ推進室 プレスリリース  

平成 30 年 7 月 13 日 発信 

総務課 セーフコミュニティ推進室 
(課長) 中村 克寛 (担当) 小林 剛史 
電 話：0265-79-3111 （内線）193 
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飲酒運転防止夜間パトロールを実施します 

箕輪町 


